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１.改正の背景

〇宅地造成及び特定盛土等規制法（盛土規制法）の改正
令和５年５月に「宅地造成等規制法」が「宅地造成及び特定盛土等

規制法（盛土等規制法）に改正されたことに伴い、本市においては、

令和７年４月１日より新法による運用を予定している。

新法では、規制区域や規制対象の拡大に加え、中間検査の実施など、

審査等において業務量が増加することになるため、これまでの宅地造

成等規制法に関する手数料を廃止し、新たに盛土規制法に関する手数

料を定めることとした。

また、都市計画法の開発許可等に関する手数料についても、全庁的

に手数料の見直しを行う中で、盛土規制法に関する手数料の単価との

整合性を図るため、あわせて改定することとした。
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２.改正の内容

（１）新規設定の手数料 ※詳細は別紙「新旧対照表」を参照

金額（円）
１件につき

手数料名称
条例
別表

13,000～
550,000

宅地造成又は特定盛土等に関する工事許可申請
手数料

24(1)

9,000～
100,000

土石の堆積に関する工事許可申請手数料24(2)

1,300～
550,000

宅地造成又は特定盛土等に関する工事変更許可
申請手数料

24(3)

900～
100,000

土石の堆積に関する工事変更許可申請手数料24(4)

4,700盛土等工事の許可等に関する証明交付手数料24(5)
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２.改正の内容

（２）変更する手数料

金額（円）
１件につき手数料名称

条例
別表

改正後（案）現行（区分）

140,000～
960,000

130,000～
870,000

優良宅地造成認定申請手数料
（租特措法28-4-3-5-ｲ、63-3-5-ｲ他）

22（1）

95,00086,000優良宅地造成認定申請手数料
（租特措法28-4-3-7-ｲ、63-3-7-ｲ）

22（3）

9,500～
330,000

8,600～
300,000

開発行為許可申請手数料
（自己居住用：0.1ha未満～10.0ha以上）

25（1）
ァ

14,000～
520,000

13,000～
480,000

開発行為許可申請手数料
（自己業務用：0.1ha未満～10.0ha以上）

25（1）
ィ

95,000～
960,000

86,000～
870,000

開発行為許可申請手数料
（非自己用：0.1ha未満～10.0ha以上）

25（1）
ゥ

※詳細は別紙「新旧対照表」を参照
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２.改正の内容

金額（円）
１件につき

手数料名称
条例
別表

改正後（案）現行（区分）

950～
960,000

860～
870,000開発行為変更許可申請手数料25（2）

50,00046,000建築物の特例許可申請手数料25（3）
27,00026,000予定建築物以外の建築許可申請手数料25（4）

7,100～
99,000

6,900～
97,000

開発許可を受けない土地における建築許可
申請手数料

25（5）

1,900～
19,000

1,700～
17,000地位の承継承認申請手数料26（6）

4,7004,000開発行為又は建築に関する証明交付手数料25（8）

（２）変更する手数料

（３）廃止する手数料

旧宅地造成等規制法に関する手数料

※詳細は別紙「新旧対照表」を参照
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３.手数料算定方法

〇手数料算定の考え方

国が示す算定例に基づき手数料を定める。
人件費及び物件費の計算に用いる単価は、大津市の直近
３年間（令和３年度～令和５年度）の平均決算額を用い
る。

手数料＝人件費（※１）＋物件費（※２）
※１ 人件費：職員の１時間あたりの人件費×平均処理時間

※２ 物件費：１件あたりの支出額×(平均処理時間／許可全体の

平均処理時間)
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４.今後のスケジュール(案）

〇１１月通常会議

大津市手数料条例の一部を改正する条例（案）を提出
→議決後に条例公布（周知期間３ヶ月）

〇令和７年４月１日条例施行
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５.（参考）改定後の手数料の見込み

改定後
令和５年度

手数料名称
金額件数

8,604,9007,922,210157開発行為の許可等手数料

409,000389,40026
宅地造成に関する工事の許可等
手数料

9,013,9008,311,610183合計

令和５年度の手数料決算額を改定後の金額に置き換え計算
すると、年間で約７０２千円の増額となる｡

（１．０８％増加）

また、令和７年度から盛土規制法が施行され、規制区域や規制対象の拡
大に伴い、許可件数の増加が見込まれるため更に増加するものと考えられ
る。



 

大津市手数料条例（平成１２年条例第１２号）新旧対照表 

現行 改正後（案） 

大津市手数料条例 大津市手数料条例 

平成１２年３月２４日 平成１２年３月２４日 

条例第１２号 条例第１２号 

別表（第２条関係） 別表（第２条関係） 

第１項から第２１項まで省略 第１項から第２１項まで省略 

２２ 優良宅地の認定等 ２２ 優良宅地の認定等 

（１） 租税特別措置法（昭和３２年法律第２６号）第２８条の４第３

項第５号イ若しくは第６３条第３項第５号イ又は第３１条の２第２

項第１４号ハ若しくは第６２条の３第４項第１４号ハの規定に基づ

く優良宅地認定申請に対する審査 

（１） 租税特別措置法（昭和３２年法律第２６号）第２８条の４第３

項第５号イ若しくは第６３条第３項第５号イ又は第３１条の２第２

項第１４号ハ若しくは第６２条の３第４項第１４号ハの規定に基づ

く優良宅地認定申請に対する審査 

造成宅地の面積 金額（１件につ

き） 

０．１ヘクタール以上０．３ヘクタール未満のとき １３０，０００円

０．３ヘクタール以上０．６ヘクタール未満のとき １９０，０００円

０．６ヘクタール以上１．０ヘクタール未満のとき ２６０，０００円

１．０ヘクタール以上３．０ヘクタール未満のとき ３９０，０００円

３．０ヘクタール以上６．０ヘクタール未満のとき ５１０，０００円

６．０ヘクタール以上１０．０ヘクタール未満のとき ６６０，０００円

１０．０ヘクタール以上のとき ８７０，０００円
 

造成宅地の面積 金額（１件につ

き） 

０．１ヘクタール以上０．３ヘクタール未満のとき １４０，０００円

０．３ヘクタール以上０．６ヘクタール未満のとき ２１０，０００円

０．６ヘクタール以上１．０ヘクタール未満のとき ２８０，０００円

１．０ヘクタール以上３．０ヘクタール未満のとき ４３０，０００円

３．０ヘクタール以上６．０ヘクタール未満のとき ５６０，０００円

６．０ヘクタール以上１０．０ヘクタール未満のとき ７２０，０００円

１０．０ヘクタール以上のとき ９６０，０００円
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（３） 租税特別措置法第２８条の４第３項第７号イ又は第６３条第

３項第７号イの規定に基づく優良宅地認定申請に対する審査 １件

につき ８６，０００円 

（３） 租税特別措置法第２８条の４第３項第７号イ又は第６３条第

３項第７号イの規定に基づく優良宅地認定申請に対する審査 １件

につき ９５，０００円 

２４ 宅地造成に関する工事の許可等 ２４ 宅地造成等に関する工事の許可等 

（１） 宅地造成等規制法の一部を改正する法律（令和４年法律第５

５号）附則第２条第１項の規定によりなお従前の例によることと

される同法による改正前の宅地造成等規制法（昭和３６年法律第

１９１号。次号において「旧宅地造成等規制法」という。）第８条

第１項の規定に基づく宅地造成に関する工事の許可申請に対する

審査 

（１）宅地造成及び特定盛土等規制法（昭和３６年法律第１９１号）

第１２条第１項の規定に基づく宅地造成若しくは特定盛土等に関

する工事の許可申請又は同法第３０条第１項の規定に基づく特定

盛土等に関する工事の許可申請に対する審査 

切土又は盛土をする土地の面積 金額（１件につ

き） 

５００平方メートル以下のとき １２，０００円

５００平方メートルを超え１，０００平方メートル以

下のとき 

２１，０００円

１，０００平方メートルを超え２，０００平方メート

ル以下のとき 

３１，０００円

２，０００平方メートルを超え５，０００平方メート

ル以下のとき 

４７，０００円

５，０００平方メートルを超え１０，０００平方メー

トル以下のとき 

６７，０００円

１０，０００平方メートルを超え２０，０００平方メ １１０，０００円

盛土又は切土をする土地の面積 金額（１件につ

き） 

５００平方メートル以下のとき １３，０００円

５００平方メートルを超え１，０００平方メートル以

下のとき 

２２，０００円

１，０００平方メートルを超え２，０００平方メート

ル以下のとき 

３１，０００円

２，０００平方メートルを超え３，０００平方メート

ル以下のとき 

４５，０００円

３，０００平方メートルを超え５，０００平方メート

ル以下のとき 

５７，０００円

５，０００平方メートルを超え１０，０００平方メー ７６，０００円
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ートル以下のとき 

２０，０００平方メートルを超え４０，０００平方メ

ートル以下のとき 

１７０，０００円

４０，０００平方メートルを超え７０，０００平方メ

ートル以下のとき 

２５０，０００円

７０，０００平方メートルを超え１００，０００平方

メートル以下のとき 

３４０，０００円

１００，０００平方メートルを超えるとき ４２０，０００円
 

トル以下のとき 

１０，０００平方メートルを超え２０，０００平方メ

ートル以下のとき 

１２０，０００円

２０，０００平方メートルを超え４０，０００平方メ

ートル以下のとき 

１８０，０００円

４０，０００平方メートルを超え７０，０００平方メ

ートル以下のとき 

２９０，０００円

７０，０００平方メートルを超え１００，０００平方

メートル以下のとき 

４２０，０００円

１００，０００平方メートルを超えるとき ５５０，０００円
 

 （２）宅地造成及び特定盛土等規制法第１２条第１項又は第３０条第 

１項の規定に基づく土石の堆積に関する工事の許可申請に対する審査 

土石の堆積をする土地の面積 金額（１件につき）

５００平方メートル以下のとき ９，０００円

５００平方メートルを超え１，００

０平方メートル以下のとき 

１１，０００円

１，０００平方メートルを超え２，０

００平方メートル以下のとき 

１３，０００円

２，０００平方メートルを超え３，０

００平方メートル以下のとき 

１６，０００円

３，０００平方メートルを超え５，０

００平方メートル以下のとき 

２２，０００円
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５，０００平方メートルを超え１０，

０００平方メートル以下のとき 

２５，０００円

１０，０００平方メートルを超え２

０，０００平方メートル以下のとき 

３０，０００円

２０，０００平方メートルを超え４

０，０００平方メートル以下のとき 

４２，０００円

４０，０００平方メートルを超え７

０，０００平方メートル以下のとき 

５７，０００円

７０，０００平方メートルを超え１

００，０００平方メートル以下のと

き 

８５，０００円

１００，０００平方メートルを超え

るとき 

１００，０００円

 

 

 

（２） 旧宅地造成等規制法第１２条第１項の規定に基づく宅地造成

に関する工事の計画の変更許可申請に対する審査 １件につき 次

に掲げる額を合算した額。ただし、その額が４２０，０００円を超え

るときは、４２０，０００円とする。 

 

（３） 宅地造成及び特定盛土等規制法第１６条第１項の規定に基づく宅

地造成若しくは特定盛土等に関する工事の計画の変更許可申請又は同法

第３５条第１項の規定に基づく特定盛土等に関する工事の計画の変更許

可申請に対する審査 １件につき 次に掲げる額を合算した額。ただし、

その額が５５０，０００円を超えるときは、５５０，０００円とする。 
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ア 宅地造成に関する設計の変更（イのみに該当する場合を除く。）に

ついては、切土又は盛土をする土地の面積（イに規定する変更を伴う

場合にあっては変更前の切土又は盛土をする土地の面積、切土又は

盛土をする土地の縮小を伴う場合にあっては縮小後の切土又は盛土

をする土地の面積）に応じて前号に規定する額に１０分の１を乗じ

て得た額 

ア 宅地造成又は特定盛土等に関する工事の設計の変更（イのみに該当す

る場合を除く。）については、盛土又は切土をする土地の面積（イに規定

する変更を伴う場合にあっては変更前の盛土又は切土をする土地の面積、

盛土又は切土をする土地の縮小を伴う場合にあっては縮小後の盛土又は

切土をする土地の面積）に応じて第１号に規定する額に１０分の１を乗じ

て得た額 

イ 切土又は盛土をする土地への新たな土地の編入に係る宅地造成に

関する工事の計画の変更については、新たに編入される切土又は盛

土をする土地の面積に応じて前号に規定する額 

イ 盛土又は切土をする土地への新たな土地の編入に係る宅地造成又

は特定盛土等に関する工事の計画の変更については、新たに編入さ

れる盛土又は切土をする土地の面積に応じて第１号に規定する額 

ウ その他の変更については、１０，０００円 ウ その他の変更については、１１，０００円 

   （４）宅地造成及び特定盛土等規制法第１６条第１項又は第３５条第

１項の規定に基づく土石の堆積に関する工事の計画の変更許可申請

に対する審査 １件につき 次に掲げる額を合算した額。ただし、そ

の額が１００，０００円を超えるときは、１００，０００円とする。 

   ア 土石の堆積に関する工事の設計の変更（イのみに該当する

場合を除く。）については、土石の堆積を行う土地の面積（イに規

定する変更を伴う場合にあっては変更前の土石の堆積を行う土地

の面積、土石の堆積を行う土地の縮小を伴う場合にあっては縮小

後の土石の堆積を行う土地の面積）に応じて第２号に規定する額

に１０分の１を乗じて得た額 

   イ 土石の堆積を行う土地への新たな土地の編入に係る土石の

堆積に関する工事の計画の変更については、新たに編入される土
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石の堆積を行う土地の面積に応じて第２号に規定する額 

   ウ その他の変更については、１１，０００円 

   （５）宅地造成及び特定盛土等規制法施行規則（昭和３７年建設省

令第３号）第８８条の規定による証明書の交付 １件につき ４，

７００円 

２５ 開発行為の許可等 ２５ 開発行為の許可等 

（１） 都市計画法第２９条の規定に基づく開発行為の許可申請に

対する審査 

（１） 都市計画法第２９条の規定に基づく開発行為の許可申請に

対する審査 

ア 主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的

で行う開発行為の場合 

ア 主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的

で行う開発行為の場合 

開発区域の面積 金額（１件につ

き） 

０．１ヘクタール未満のとき ８，６００円

０．１ヘクタール以上０．３ヘクタール未満のとき ２２，０００円

０．３ヘクタール以上０．６ヘクタール未満のとき ４３，０００円

０．６ヘクタール以上１．０ヘクタール未満のとき ８６，０００円

１．０ヘクタール以上３．０ヘクタール未満のとき １３０，０００円

３．０ヘクタール以上６．０ヘクタール未満のとき １７０，０００円

６．０ヘクタール以上１０．０ヘクタール未満のとき ２２０，０００円

１０．０ヘクタール以上のとき ３００，０００円
 

開発区域の面積 金額（１件につ

き） 

０．１ヘクタール未満のとき ９，５００円

０．１ヘクタール以上０．３ヘクタール未満のとき ２４，０００円

０．３ヘクタール以上０．６ヘクタール未満のとき ４７，０００円

０．６ヘクタール以上１．０ヘクタール未満のとき ９５，０００円

１．０ヘクタール以上３．０ヘクタール未満のとき １４０，０００円

３．０ヘクタール以上６．０ヘクタール未満のとき １９０，０００円

６．０ヘクタール以上１０．０ヘクタール未満のとき ２４０，０００円

１０．０ヘクタール以上のとき ３３０，０００円
 

イ 主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建

築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的

イ 主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建

築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的
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で行う開発行為の場合 で行う開発行為の場合 

開発区域の面積 金額（１件につ

き） 

０．１ヘクタール未満のとき １３，０００円

０．１ヘクタール以上０．３ヘクタール未満のとき ３０，０００円

０．３ヘクタール以上０．６ヘクタール未満のとき ６５，０００円

０．６ヘクタール以上１．０ヘクタール未満のとき １２０，０００円

１．０ヘクタール以上３．０ヘクタール未満のとき ２００，０００円

３．０ヘクタール以上６．０ヘクタール未満のとき ２７０，０００円

６．０ヘクタール以上１０．０ヘクタール未満のとき ３４０，０００円

１０．０ヘクタール以上のとき ４８０，０００円
 

開発区域の面積 金額（１件につ

き） 

０．１ヘクタール未満のとき １４，０００円

０．１ヘクタール以上０．３ヘクタール未満のとき ３３，０００円

０．３ヘクタール以上０．６ヘクタール未満のとき ７１，０００円

０．６ヘクタール以上１．０ヘクタール未満のとき １３０，０００円

１．０ヘクタール以上３．０ヘクタール未満のとき ２２０，０００円

３．０ヘクタール以上６．０ヘクタール未満のとき ２９０，０００円

６．０ヘクタール以上１０．０ヘクタール未満のとき ３７０，０００円

１０．０ヘクタール以上のとき ５２０，０００円
 

ウ その他の開発行為の場合 ウ その他の開発行為の場合 

開発区域の面積 金額（１件につ

き） 

０．１ヘクタール未満のとき ８６，０００円

０．１ヘクタール以上０．３ヘクタール未満のとき １３０，０００円

０．３ヘクタール以上０．６ヘクタール未満のとき １９０，０００円

０．６ヘクタール以上１．０ヘクタール未満のとき ２６０，０００円

１．０ヘクタール以上３．０ヘクタール未満のとき ３９０，０００円

３．０ヘクタール以上６．０ヘクタール未満のとき ５１０，０００円

６．０ヘクタール以上１０．０ヘクタール未満のとき ６６０，０００円

１０．０ヘクタール以上のとき ８７０，０００円
 

開発区域の面積 金額（１件につ

き） 

０．１ヘクタール未満のとき ９５，０００円

０．１ヘクタール以上０．３ヘクタール未満のとき １４０，０００円

０．３ヘクタール以上０．６ヘクタール未満のとき ２１０，０００円

０．６ヘクタール以上１．０ヘクタール未満のとき ２８０，０００円

１．０ヘクタール以上３．０ヘクタール未満のとき ４３０，０００円

３．０ヘクタール以上６．０ヘクタール未満のとき ５６０，０００円

６．０ヘクタール以上１０．０ヘクタール未満のとき ７２０，０００円

１０．０ヘクタール以上のとき ９６０，０００円 
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（２） 都市計画法第３５条の２の規定に基づく開発行為の変更許可

申請に対する審査１件につき 次に掲げる額を合算した額。ただし、

その額が８７０，０００円を超えるときは、８７０，０００円とする。 

（２） 都市計画法第３５条の２の規定に基づく開発行為の変更許可

申請に対する審査１件につき 次に掲げる額を合算した額。ただし、

その額が９６０，０００円を超えるときは、９６０，０００円とする。 

ア 開発行為に関する設計の変更（イのみに該当する場合を除く。）に

ついては、開発区域の面積（イに規定する変更を伴う場合にあっては

変更前の開発区域の面積、開発区域の縮小を伴う場合にあっては縮

小後の開発区域の面積）に応じて前号に規定する額に１０分の１（公

共施設の位置又は規模の変更を伴う場合にあっては、１０分の３．

５）を乗じて得た額 

ア 開発行為に関する設計の変更（イのみに該当する場合を除く。）に

ついては、開発区域の面積（イに規定する変更を伴う場合にあっては

変更前の開発区域の面積、開発区域の縮小を伴う場合にあっては縮

小後の開発区域の面積）に応じて前号に規定する額に１０分の１（公

共施設の位置又は規模の変更を伴う場合にあっては、１０分の３．

５）を乗じて得た額 

イ 新たな土地の開発区域への編入に係る都市計画法第３０条第１項

第１号から第４号までに掲げる事項の変更については、新たに編入

される開発区域の面積に応じ前号に規定する額 

イ 新たな土地の開発区域への編入に係る都市計画法第３０条第１項

第１号から第４号までに掲げる事項の変更については、新たに編入

される開発区域の面積に応じ前号に規定する額 

ウ その他の変更 １０，０００円 ウ その他の変更については、 １１，０００円 

（３） 都市計画法第４１条第２項ただし書（同法第３５条の２第４

項（同法附則第５項において準用する場合を含む。）及び附則第５

項において準用する場合を含む。）の規定に基づく市街化調整区域

内等における建築物の特例許可申請に対する審査 １件につき 

４６，０００円 

（３） 都市計画法第４１条第２項ただし書（同法第３５条の２第４

項（同法附則第５項において準用する場合を含む。）及び附則第５

項において準用する場合を含む。）の規定に基づく市街化調整区域

内等における建築物の特例許可申請に対する審査 １件につき 

５０，０００円 

（４） 都市計画法第４２条第１項ただし書（同法附則第５項におい

て準用する場合を含む。）の規定に基づく予定建築物等以外の建築

等許可申請に対する審査 １件につき ２６，０００円 

（４） 都市計画法第４２条第１項ただし書（同法附則第５項におい

て準用する場合を含む。）の規定に基づく予定建築物等以外の建築

等許可申請に対する審査 １件につき ２７，０００円 

（５） 都市計画法第４３条の規定に基づく開発許可を受けない市 （５） 都市計画法第４３条の規定に基づく開発許可を受けない市
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街化調整区域内の土地における建築等許可申請に対する審査 街化調整区域内の土地における建築等許可申請に対する審査 

敷地の面積 金額（１件につ

き） 

０．１ヘクタール未満のとき ６，９００円

０．１ヘクタール以上０．３ヘクタール未満のとき １８，０００円

０．３ヘクタール以上０．６ヘクタール未満のとき ３９，０００円

０．６ヘクタール以上１．０ヘクタール未満のとき ６９，０００円

１．０ヘクタール以上のとき ９７，０００円
 

敷地の面積 金額（１件につ

き） 

０．１ヘクタール未満のとき ７，１００円

０．１ヘクタール以上０．３ヘクタール未満のとき １９，０００円

０．３ヘクタール以上０．６ヘクタール未満のとき ４０，０００円

０．６ヘクタール以上１．０ヘクタール未満のとき ７１，０００円

１．０ヘクタール以上のとき ９９，０００円
 

（６） 都市計画法第４５条の規定に基づく開発許可を受けた地

位の承継の承認申請に対する審査 

（６） 都市計画法第４５条の規定に基づく開発許可を受けた地

位の承継の承認申請に対する審査 

ア 承認申請をする者が行おうとする開発行為が、主として自己

の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行うもの又

は主として住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの

建築若しくは自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に

供する目的で行うものであって開発区域の面積が１ヘクタール

未満のものである場合 １件につき １，７００円 

ア 承認申請をする者が行おうとする開発行為が、主として自己

の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行うもの又

は主として住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの

建築若しくは自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に

供する目的で行うものであって開発区域の面積が１ヘクタール

未満のものである場合 １件につき １，９００円 

イ 承認申請をする者が行おうとする開発行為が、主として住宅以

外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務

の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行うものであ

って開発区域の面積が１ヘクタール以上のものである場合 １件

につき ２，７００円 

イ 承認申請をする者が行おうとする開発行為が、主として住宅以

外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務

の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行うものであ

って開発区域の面積が１ヘクタール以上のものである場合 １件

につき ３，０００円 

ウ 承認申請をする者が行おうとする開発行為がア及びイ以外のも ウ 承認申請をする者が行おうとする開発行為がア及びイ以外のも
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のである場合 １件につき １７，０００円 のである場合 １件につき １９，０００円 

（８） 都市計画法施行規則（昭和４４年建設省令第４９号）第６

０条第１項又は第２項の規定による証明書の交付 １件につき

 ４，０００円 

（８） 都市計画法施行規則（昭和４４年建設省令第４９号）第６

０条第１項又は第２項の規定による証明書の交付 １件につき

 ４，７００円 

 

18 


